
地球温暖化防止活動推進員設置要綱

（目的）

第１条 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）第23条の規定に基づき、

地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策

の推進を図るために、県内各地域に地球温暖化防止活動推進員（以下「推進員」という。）を

置く。

（推進員の活動）

第２条 推進員の活動は、次に掲げるとおりとする。

一 国、県、市町村が行う地球温暖化対策に関する啓発活動に協力し、地球温暖化対策の重要

性に対する地域住民の理解を深めることに努めること。

二 地域住民の温室効果ガス排出削減に関する相談を受け付け、助言や関係機関への照会を行

うことによって、地球温暖化の防止に努めること。

三 地域住民の地球温暖化対策に対する意見及び情報を県、市町村その他関係機関へ提供する

こと。

四 地域住民の地球温暖化防止に資する活動に協力し、必要な情報を提供すること。

五 国、県、市町村が行う地球温暖化対策の実施に積極的に協力すること。

（選任）

第３条 知事は、次の各号に該当する者のうちから推進員を委嘱する。

一 地域において、環境保全の活動に携わっている者

二 日常生活における省エネルギー活動に対して関心を有する者

２ 知事は、推進員が次の各号のいずれかに該当したときは、当該推進員を解職するものとする。

一 県外に転出したとき。

二 健康上の理由により職務の遂行が困難であると認められるとき。

三 その他推進員として適当でないと認められるとき。

（任期）

第４条 推進員の委嘱の期間は、２年を限度とする。ただし、再任は妨げない。

（守秘義務）

第５条 推進員は、活動を通じて知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

利用してはならない。

（庶務）

第６条 推進員に関する庶務は、環境森林部環境管理課で行う。

（雑則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成11年７月９日から施行する。

附 則

この要綱は、平成14年５月13日から施行する。

附 則

この要綱は、平成16年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。




